
 

 

「毎月 11日は人権をたしかめる日です」 

 

                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２４２号 ２０２６年 １月 

命とは、生物が生まれ、生き、そして死ぬまでの「存在そのもの」

「生きる力・期間」そして「天から授かったかけがえのない大切 

なもの」であり、私たち一人一人に宿っています。自分の命を 

大切に輝かせ、すべての人の命も大切に輝かせましょう。 

※１月２５日（毎年１月最終日曜日）は「世界ハンセン病の日」です。来月号はハンセン病についてです。 

（神河町人権文化推進協議会） 
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